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令和３年度第１回寒川町総合教育会議 次第 

 

 

１ 開 会 

 

 

 

２ 議事録承認委員の指名 

   布谷 委員  

 

 

３ 協議 

   (1)寒川町教育大綱（改定版）（案）について 

 

 

   (2)第２次寒川町教育振興基本計画（案）について 

 

 

４ その他 

 

 

５ 閉会 
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１ 開 会 

 

  （木村町長） 

 皆さんこんにちは。教育委員の皆さんにおかれましては、前段から大変お忙

しいかつお疲れのところお集まりいただきまして大変ありがとうございます。

令和３年度になって初めてというか、第１回目の寒川町総合教育会議でござい

ます。これから開催をするわけでございますけれども、本年３月に予定してお

りました本会議がご存じのようにコロナウイルス禍の影響もあってのびのび

となってしまいました。様々な事業も中止、あるいは延期というよりも中止の

ほうですね、書面会議という形をとったりしております。しかしながら、この

会議ばかりは書面会議というわけにはいきません。直に皆様のお考えを伺いな

がら内容的に詰めていきたいと思っております。今回、布谷委員さんをお迎え

しての初の会議、総合教育会議でございます。どうぞよろしくお願いをいたし

ます。 

 

  （布谷委員） 

 お願いいたします。 

 

  （木村町長）） 

 ご存じのように今、社会背景としては様々な部分、人口減少はもとより、核

家族あるいは少子化という当たり前の状況が大きな課題であり、それが現在進

行中であります。そういった中で、これからの教育の在り方とか、学校の意義

付け、また様々な学校教育、社会教育、家庭教育というような教育の在り方等

について皆さんのお考えもあろうかと思います。特に教育の在り方について

は、これからの社会を担う子どもたちの生き抜く力を育んでいくとともに、や

はり生涯にわたっての様々な分野で役割や能力を発揮してもらう未来の子ど

もたちを育て上げていくという非常に大きな命題があるわけであります。そう

いった部分で教育の担う責任の範囲というのはまさに人間をつくっていく非

常に大きな部分でして、子どもたちもそれぞれの様々な能力、あるいは性格も

異なりますけれども、それぞれの個性を生かした教育が、従来の一辺倒ではな

い、その子どもにあった教育のやり方、仕方というか、それも当然ながら進め

ていかなくてはいけない。そういった力を養う場だと思っております。 

 また、学校においても情報化社会とグローバル化の進展に適応する能力を養

う場でもあってほしいと思っております。単に授業を消化するのではなくて、

その授業を受ける、あるいは様々な知識、新しい知識を身につける中で、子ど

もたちに新しい部分のその子の持っている個性をいかに発揮することが可能

なのか。当然これは場所というスペースだけの問題ではなくて、教える側、教

師の資質も当然ながら重要となってまいります。従来どおりという話ではなく

て、これからどういう教育を進めていくかというのが大きな命題というふうに

思っています。 
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 そういった中で後ほど後段では教育振興基本計画の案も協議事項に入って

おります。その中でまた細かくお話が出ようかと思いますので、あまり前段が

長くなってしまうと時間ばかり経過して物事の肝心なことが進みませんので、

早速でございますけれども本題に入っていきたいと思います。 

 

２ 議事録承認委員の指名 

 

  （木村町長） 

 お手元の次第の２点目にありますけども、議事録承認委員の指名ということ

で、大変恐縮ではございますけれども、従来名簿順というのが一つの流れもあ

りまして、今回は布谷委員にお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。 

 

  （布谷委員） 

 はい。 

 

  （木村町長） 

 皆さんもよろしいですか。 

 

 ＜はいの声＞ 

 

  （木村町長） 

 それではよろしくお願いいたします。 

 

３ 協議 

 

  （木村町長） 

 それでは３点目、本題の協議事項に入りたいと思います。 

 この会議の前段の定例会もございましたので、あまり長々というわけにい

きませんけども、おおむね午後５時までには終了したいと思ってございま

す。よろしいでしょうか。お願いいたします。 

 では、最初に寒川町教育大綱（改訂版）の（案）について、１点目の協議

事項といたしております。この教育大綱でございますけれども、寒川町が活

力と豊かさに満ち、持続可能なまちづくりを進めていくためには次代を担

う、文字どおり子どもたちの健やかな成長が大変重要であります。そういっ

たことから、私は町政運営の指針としての令和３年度の施政方針においても

今年度新たな教育元年と位置づけまして、外国語、主に英語になりますけれ

ども、外国語によるコミュニケーション能力、また情報活用能力の育成を図

るという大きな２点から子どもたちの成長にいかに支援できるか。コロナ禍

という社会的な背景の中で、急速に進むＩＣＴ技術の普及、それに伴って拡

大するグローバル社会の中でも生き抜いていく力を育む特色ある教育の振
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興を進めていくこととしております。これは別に他に先駆けてとか、奇をて

らったわけではないのですが、寒川町としては教育のある意味、特性を今年

度から進めていきたいと考えております。 

 これに伴って策定から５年が経過し、子どもたちを取り巻く環境も大きく

変わっていることから、寒川町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的

な施策について、その目標や施策の根本となる方針を定める、これが本来の

大綱の趣旨であります。その目標や施策の根本となる方針でございますか

ら、現在、そういった意味で現行の教育大綱の改定が私としても必要ではな

いかと考えておりまして、本日の協議事項とさせていただきました。 

 教育大綱は町長が策定するとはなっておりますけれども、そのためにはこ

の会議において皆さんと協議、調整してつくり上げていきたいと思っており

ます。 

 ではこれより、まず教育大綱（改訂版）（案）について事務局、事務担当

から説明をしてもらいます。その上で、それを受けて皆様からご意見、お考

えなどをいただきながら議論を進めていきたいと思いますので、まず担当よ

り説明をお願いいたします。 

 

  （教育政策課長） 

 それではお手元の寒川町教育大綱（案）の資料がありますけれども、その表

紙をおめくりいただきまして、前文をご覧いただきたいと思います。 

 前文については、教育大綱を策定するにあたっての考え方を述べているもの

となりますけれども、この部分につきましては現行のままといたしまして、た

だ期間としては町長の任期に合わせまして、今回の改定から令和５年度までと

したいと考えております。 

 １枚おめくりください。次に教育大綱の改定案でございます。こちらについ

てはこれまでは今ご覧いただいている本体での大綱と、その内容をより詳細に

記載した解説版とで構成が異なっておりまして、そういった意味で、いろんな

意味で分かりにくい部分があったということから、今回の改定では主にそうし

た部分でも改善を図っております。 

 それでは大綱本体及び解説版の改定案について、柱立てとしては学校教育と

社会教育と分かれておりますので、まず学校教育の部分から学校教育課長から

ご説明をさせていただきます。 

 

  （学校教育課長） 

 それでは教育大綱の学校教育に関わる部分について説明をさせていただき

ます。今お手元に赤い字の入った１、２、３と学校教育と書かれているものが

この改定案で、その次の紙は従来のものとなっております。新旧比較して見て

いただけるとよろしいかと思います。 

 これまでの教育大綱の学校教育に関わる部分は５項目ありました。この度、

生きる力とされている知、徳、体を中心に項目内容を整理し、３項目にするこ
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とを考えております。１項目目が知を表し、２項目目が徳と体を表し、３項目

目は児童生徒が安心して成長できる学校教育環境整備といたします。 

 それでは各項目の解説について説明をさせていただきます。２枚めくってい

ただきますと教育大綱を実現するために（案）とあります。そちらのほうをご

覧ください。 

 まず最初に「確かな学力を身につけた児童生徒を育てます」です。町総合計

画に位置づけられたグローバル教育推進事業に関わるもので、外国人指導者の

全校常駐配置に伴う英語力をはじめとしたグローバル社会を生き抜く資質、能

力の育成、ＩＣＴ教育の充実を通して情報活用能力をはじめとする学力の向上

を考えております。また、主体的、対話的で深い学びの視点に立った授業改善、

少人数学習を通じたきめ細やかな指導、小学校高学年の教科担任制の実現に向

けた取組等を挙げております。 

 続いて２番、「豊かな心と健やかな体を持つ児童生徒を育てます」です。こ

こでは道徳教育を通じた規範意識を持った児童生徒の育成、体験活動を通じた

心豊かな児童生徒の育成、いじめのない集団づくり等を内容と考えておりま

す。 

 最後に裏面をめくっていただきまして３番、「児童生徒が安心して成長でき

る学校教育環境を整備します」です。新しい学習指導要領でも強く求められて

いる教育の資質の向上と学習成果の最大化を図るカリキュラム・マネジメント

の推進、学校運営協議会制度、コミュニティースクールの導入を通じた地域に

開かれた教育の推進、施設の整備、ＩＣＴ環境の整備を挙げております。 

 以上が教育大綱の学校教育に関わる部分となります。 

 

  （教育政策課長） 

 続きまして社会教育の分野についてご説明をさせていただきます。社会教育

については教育大綱本体については現行のものと同様の内容となっておりま

す。その解説版につきましては、教育大綱を実現するためにという資料の２ペ

ージ目、裏面になりますけれどもご覧いただきたいと思います。こちらは現状

を踏まえての時点修正を行っております。 

 まず１点目の「身近で親しみやすい魅力ある学びの場をつくります」につき

ましては、家庭教育について第一義的には家庭教育の責任については保護者が

有するものの、核家族化等の影響で親族等からの支援が希薄となっていること

なども鑑みまして、地域として支える環境づくりを推進するとともに、子ども

たちの豊かな心を育むために地域での体験活動ですとか、読書活動の機会の確

保について記載をしております。 

 また３丸目と一番下の７丸目では、共に学び絆を深めていけるように、生涯

を通じた学びや活躍できる環境整備を図るとともに、４つ目の丸にあるように

こうした学びが暮らしの向上だけでなく、社会の持続的発展にもつながるよう

に推進してまいりたいと考えております。 

 次に、大きな２つ目の「社会教育施設を整備します」につきましては、地域
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の拠点となる社会教育施設について、ハード的な部分での環境整備についても

掲げているといった内容になります。 

 以上で学校教育、社会教育の教育大綱についての事務局からのご説明とさせ

ていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

  （木村町長） 

 説明が終わりました。今回の大綱の改訂版（案）については、先ほど申し

上げたように教育大綱の本来の目的について私から述べました。教育、学術

及び文化の振興に関する総合的な施策についての目標や施策の根本となる

方針を定めるという部分がございます。従前というか、現状の大綱について

はかなり具体的な表現もあって、その辺の言葉の使い方がどうなのかという

こともございまして、それが１点。そしてより分かりやすい内容とする部分

も非常に重要視してございます。この教育大綱というのは我々とか成人だけ

が理解できるものではなくて、子どもたちも理解してもらいたい。小学生の

低学年はちょっと難しいかもしれませんけども、高学年、あるいは中学生も

十分理解できる言葉を求めて今回の改定の内容としていただきました。 

 また寒川町の総合計画がございます。これは全体のまちづくり計画ですけ

れども、その総合計画２０４０における町の将来像、これも「つながる力で

新化するまち」という将来テーマを掲げてございます。そういった総合計画

との整合を図る形で時点修正を行っていきたいと思っております。 

 ただいま担当より説明しましたが、委員の皆さんからご意見、あるいはお

考えなどをご発言願えればと思っております。それでは、大川さんからよろ

しくお願いします。 

 

  （大川委員） 

 よろしくお願いいたします。 

 まず今回のこの教育大綱案、非常にすっきり整理されていて教育全般に大き

く網がかけられている、素晴らしいと思います。いいものができたと感心して

いるところです。 

 今、町長からもお話がありましたように、これからの社会は今よりもグロー

バル化が進んで、いろんな様々な国の人、あるいはいろいろな民族の人達と一

緒に活動する、そういう社会になっているのではないかと思われます。また、

今以上に予測が困難な時代になっています。その中で生きていくということが

求められます。ですから寒川の子どもたちには、その社会で人々から好かれて、

信頼されて、はつらつと活動する、そのような人間に育っていってほしいと思

います。そのためにも、ここに書いてあるような中身、大綱の言葉というのは

それを具体化をしていくということをきちんと行っていけばものすごくいい

ものができるのではないかと思っています。そして最終的にいろいろなものが

あろうかと思いますけれども、今テレビで渋沢栄一の大河ドラマをやっていま

すよね。ああいう人間が１人でも多く育ってほしい。論語とそろばんですか、
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道徳と経済の両立を考えて行動できる人間、今の言葉でいうとＳＤＧｓがあり

ます。あれは国際版だと思っていますが、持続可能な開発目標の実現に向けて

努力する、目指して頑張るという、そういう人間になっていってほしいと思っ

ています。そういう人間を１人でも多く育てるためには、やはりこの「教育大

綱を実現するために」にあるようなところがすごく大切になってくると思って

います。人生は積み重ねることによって花開く、そういうものであると思って

いますが、一つひとつの事業が寒川の子どもたちが未来の世界で花を咲かせる

ためのバージョンアップにつながっていくと思っています。そういう意味でい

ろいろなことを大切にしていきたいと思っています。 

 あと、今は学校教育のことについて少しお話しましたが、社会教育のほうも

非常に大切なものを持っていると思っています。例えば今、公民館でここ数年、

新たなサークルが毎年つくられています。この新たなサークルをつくるための

支援も行われていて非常に素晴らしいと思っていますが、このサークルをやっ

ている人が今度は学校にコミュニティースクールか何かのときに呼ばれて講

師となり、寒川の子どもたちを成長させてくれると思います。言葉を伝えてい

くというか、活動の目安を与えてくれる。そのような意志循環型の教育が寒川

で今芽生えているのではないかと私は今とても期待しているところでありま

す。そういう意味でこれからもいろいろな支援をぜひお願いしたいと思いま

す。以上であります。 

 

  （木村町長） 

 ありがとうございます。大関委員、お願いします。 

 

  （大関委員） 

 はい。大川さんのように言葉としてはちょっと言えませんけども、自分なり

の考えで話をしていきたいと思います。 

 前回の大綱を何年か前に決めたときは、私も参加していましたが、どちらか

というと単発で分かりやすく、誰が見ても一発で分かるようにということで、

このような形になったと思います。今回は本当にどちらかというとすっきりし

て、先ほど冒頭に町長が言われてたような思いが全て詰め込まれている内容に

仕上がったのではないかと思っております。 

 また、事務局のほうから、つくっていく過程の話をいろいろ聞かせていただ

いたのですが、その中でも思いが全て詰め込まれて、また考え次第ではこうい

うふうに動けるというちょっと余白が残りつつやっていけると思いますので、

とても素晴らしい大綱になったんではないかと自分自身は思っております。以

上になります。 

 

  （木村町長） 

 ありがとうございます。はい。小川委員。 
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  （小川委員） 

 はい。私たちが月に１回、ここでいろいろ定例会のときに言葉にすることは

非常に簡単なのですが、やはりそれを網羅して文章に起こすというのは大変な

作業だと思います。特にこれを今度新しくつくるにあたって、Society４.０の

世界を生きてきた私たちが、これから５.０の入り口に立ってできることとい

えば、今現在分かっていること、それから将来予測されること、そして子ども

たちがこんなふうに育ってもらいたいという願いというか希望を加えた、そう

いった内容ができたのではないかと思っております。これが未来の進むべき道

を照らす道しるべになってもらいたいということです。 

 特に町長が先ほどおっしゃったように、子どもが理解できるというフレーズ

がありましたけれども、子どもに理解してもらうために大人は自信をもってそ

れを推進していくということも大事と思っております。人の価値観とか人生観

というのは思春期から二十歳ぐらいの間に出来上がるということをアメリカ

の社会学者の有名な方が提唱しておりますけれども、そういった意味では私た

ちの時代では考えられなかった思考が今は当たり前になっていくというのが

次々新たになって塗り替えられていっている時代だと思います。そうするとこ

れからも、今、そうかそこまでそうだよなと思ったことがこれからもまた変化

していくことがあると思います。ですから、価値観とか世界観というのは私た

ちにはある程度出来上がってはいますが、人間というのはそれでもその時代に

合わせて修正しようという能力もありますので、都度真摯に事象が起こったと

きには受け止め、考え、寄り添って進めていくことが肝要と思っております。 

 そして今月、畠山選手がＢＭＸでイタリアの国際大会で日本人初の表彰台に

上ったということで、スタート台の練習台もできていますし、ＦＬＴの常駐配

置という画期的なこともしておりますので、こうやって若い人の成長、子ども

たちの成長を見守れる町というのは大人が充実していないとなかなかできる

ことではないと思いますので、大人がちゃんと充実して暮らせている町という

ような勢いを感じるということも思いました。以上です。 

 

  （木村町長） 

 はい。ありがとうございます。布谷委員、よろしいでしょうか。 

 

  （布谷委員） 

 はい。新たに教育委員という立場に置かれまして、改めて今まで私がいて、

見てきたのは本当に一部、学校教育の畑だけだったと感じました。こういうい

ろいろな会議の中で社会教育や、もっとさらに一番の大元のこういう目標、教

育大綱というようなものに触れさせていただく、お勉強させていただくという

のは本当にありがたいことですし、責任もすごく感じているところです。 

 先ほど、町長さんもおっしゃったように教育はやはり人間づくりだと思うの

です。そして今の人間づくり何が大事かといったら持続可能な社会の創り手、

創造の創を使う創り手づくりと、担い手づくりだと思います。ですから、その
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部分をやはり基盤に持った、そしてその上に成り立ったこの教育大綱これを具

体的に進めるということがすごく大事ですし、こうやって本当に端的に整理し

ていただいたのを見ますと、よりしっかりした形で取り組んでいけるのではな

いかというふうに思いました。 

 まだまだちょっと勉強不足ですが、いろいろと勉強させていただく中でいろ

いろ意見とか言えたらいいと思います。 

 

  （木村町長） 

 ありがとうございました。４人の委員さんからのお考えもいただきました。

これらを受けまして、教育長としてどのようなお考えなのかご発言をお願いし

たいと思います。 

 

  （大澤教育長） 

 教育委員の皆さん、いろんなご意見等ありがとうございました。それではこ

れまでの教育大綱について若干振り返りながら、改訂版についても触れていき

たいと思います。 

 まず子どもたちは町の宝であり、教育は子どもの可能性広がる未来へ向けて

町を挙げて取り組む夢のある営みです。また町民の学びたいを行動にできる町

を目指すことは大変重要なことです。このことは現在の教育大綱の前文に書か

れていることであり、まさにこうした考えのもと教育大綱本体は策定されるべ

きだと考えております。これまでの教育大綱は、平成２８年に初めての策定と

いうことで手探りの中でこの総合教育会議を３回開いて検討を重ねながら策

定したものです。策定から５年が経過し、現在は子どもたちをはじめとする町

民の取り巻く環境も大きく変わっています。そうした時代の変化に応じて、寒

川町の教育等に関する根本的な方針を定める教育大綱を改定することは必要

であると思っております。 

 町には寒川町総合計画、教育大綱、寒川町教育振興基本計画、寒川学びプラ

ンといった様々な教育関連の計画等があります。これらの計画とうまく関連さ

せていかなければ教育行政を円滑に進めていくことはできないと考えます。市

町村によっては教育振興基本計画を教育大綱にしているところもあるぐらい

教育大綱と教育振興基本計画は密接なつながりがあります。現在、教育振興基

本計画について策定中ですが、そういった意味でこの案の内容についても整合

性が図られていると思います。 

 教育大綱においては先ほども述べられておりますように、大きな方針を示す

とともに、メリハリのある寒川らしいものにして、寒川の教育は今後このよう

なことを目指すということを示すべきだと思います。また、町民の皆さんに町

の教育が目指すところを分かりやすく示したものでなければなりません。これ

までの教育大綱としては、当時の時代背景からいじめをなくします、やスポー

ツを盛り上げますといった具体的な文言が入っていましたが、今回の改定で解

説編との整合性を図るとともに、大きな方針を示すこととしています。そして
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具体的な内容は解説編に盛り込み、教育大綱と解説編との関連や役割がさらに

明確になりました。義務教育では全ての児童生徒に確かな学力をつけ、道徳心

を育て、健やかな体づくりを進めるといった幅広く調和の取れた展開が必要と

なります。そのために私たちは今日的に必要な理念と施策をきちんと示す必要

がありますが、今回の教育大綱（案）の内容は精選され、簡潔な表現できちん

と網羅されていると思います。 

 学校教育については知、徳、体といった教育が不易なものとして追い求めな

ければならない力が、確かな学力、豊かな心、健やかな体という文言で示され、

それらを育む上での教育環境整備についても網羅されています。さらに解説編

では、具体的にその手立てを示しています。その中には少人数教育やいじめ根

絶に向けた道徳教育などの充実、教職員の資質向上のための研究、研修の充実

など、今後も継続して取り組むべきものがあります。加えてグローバル社会を

生き抜くための外国語教育や、ＩＣＴ教育、中学校完全給食、主体的、対話的

で深い学びの視点による授業改善、そして県内で先進的に取り組んでいる小学

校教科担任制やコミュニティースクールなどといった今日的に必要な取組も

網羅しています。 

 社会教育については、地域の視点をさらに盛り込むとともに人生１００年時

代や持続的発展、多様な世代といった今日的な課題に応じた取組を網羅してい

ます。４人に１人がシニア層になってくるため、そういう人たちの活躍する場

を考えていくことも大事なことではありますが、少子化という点からも多様な

世代の学びを支えるという考え方は大変よいものだと思います。町民が社会教

育活動の拠点として公民館、あるいは町民センター、総合図書館等に集まって

活動しているので、これでいいと考えます。一方でときには町民が主体的に自

分たちで学びを考えていく、そのようなことも必要かもしれません。 

 全体として事務局で十分に文言等について検討に検討を重ねさせていただ

きました。そのため、この大綱そのものが精選され、すっきりとした形でまと

まっています。文言も含めてさらに分かりやすいものになったと思っていま

す。教育大綱は未来を切り開き、生き生きと活動する子どもたちをしっかりと

育てていく、学ぶ人をもっと応援していくとの宣言でもあります。今後は新た

な教育大綱を、町、教育委員会、学校、地域などが一体となって実行に移して

いくことが大切になってくるのではないかと考えております。以上でございま

す。 

 

（木村町長） 

議会答弁じゃありませんから、もう少し要約で結構でございます。 

 いずれにいたしましても教育大綱と大綱を実現するための内容はセットであ

ります。これ町長が定めたのではないのか、と言われると、私の責任も非常に

重くなってくるし、ある意味、教育大綱に位置づけられていますと言われてし

まうと、これはやはり予算的対応をしなければいけなくなってくる。かなり厳

しい状況にもなり得る。今日は教育政策課長もいますけれども、そういう中で
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もやはり、何ゆえに教育大綱の必要性、教育の必要性というのはやはり、子ど

もたち、児童生徒を育てることで、人間形成の場でもありますから、これ学校

だけじゃないです。だから社会教育もありましたけれども、家庭教育、このあ

との計画の中でも案で出ますけれども、やはりその辺がある意味三位一体じゃ

ないですけれども、学校、家庭、そして地域というこの連携が強まることがや

はり子どもを取り巻く、子どもたちも自分は地域、周りに育てられているとい

うような認識を感じてもらえるような在り方がぜひ、これから特にきめ細やか

なという言葉もありますし、ぜひお願いしたいと思っています。 

 よく知、徳、体という３つの言葉、学校で外壁にも書かれている学校もあり

ますけれども、とはいえこれからはこの中にもありますけれども食育という部

分も非常に大きな項目にもなってくる、４育だと思っています。そういった言

葉も含まれていますので、ある意味こういった実現方策に裏付けられた部分を

これからは具体的に展開しなければいけない部分、これは委員会というよりも

むしろ教育現場のほうで先生方の力にお願いする部分が大きい部分がありま

す。そういったことでは教育委員会がより教育現場と連携を取って、ぜひこの

教育大綱、あるいは大綱を実現するための施策に即する具体的な展開をこれか

ら期待するところであります。 

 様々ご意見もいただきました。先ほど来教育長からもありましたように本当

に事務局でも当初私の考えもお話して、ちょっとこの辺の表現はいかがなもの

かというようなこともお話した中で今回（案）として皆さんにお示ししており

ます。私も内容的には非常に整ってきたなという思いがいたします。当然、今

後の社会状況、社会動向の変化によっては新たな項目も入るかもしれません。

大綱はそのままにしても、実現方策の中で、ここはどうなんだろうという修正

も当然あってもいいと思うのです。これは先行きが今の状況下ではなかなか見

えませんから、そういった場もぜひまた皆さんからご意見があれば総合教育会

議の中で議論を進めていきたいと思っております。 

 それでは、皆さんのご意見等も踏まえてこの教育大綱（案）についてはこの

内容で了承いただけるということでよろしいでしょうか。 

 

 ＜はいの声＞ 

 

  （木村町長） 

 ありがとうございます。 

 それでは次に協議事項２点目でございます。第２次寒川町教育振興基本計画

（案）について入りたいと思います。 

 現行の基本計画につきましては令和２年度末で計画期間満了となります。現

在もうすでに令和３年度に入っておりますけれども。様々な状況下で若干、策

定、決定が遅れております。令和３年度から８年間を計画期間とした第２次寒

川町教育振興基本計画を策定中でありますが、当該計画につきましては現在協

議を行った大綱の具体案、具体編としての位置づけであります。この会議にお
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いてその内容について協議してまいりたいと思いますので、まずは事務担当よ

り説明をお願いしたいと思います。 

 

  （教育政策課長） 

 はい。それでは続いて第２次寒川町教育振興基本計画の（案）という資料を

ご覧いただきたいと思います。まず１ページをご覧ください。はじめにという

ことで、ここの部分ではこれまでの計画を述べるほか、段落でいうと第４段落

目の後段になりますけれども、先ほどご議論いただきました町の教育大綱の改

定に関する記述を追記しております。 

 続いて２ページになりますけれども、２ページでは（１）で計画策定の趣旨

を述べるとともに、（２）では計画の位置づけとして寒川町総合計画２０４０

や、寒川町教育大綱との整合を図っている旨を述べております。また（３）の

計画期間といたしましては３ページ上段の図にもございますとおり、令和３年

度から１０年度の８年間をこの基本計画の期間といたしまして、これを受けた

実施計画の期間につきましては８年間を４年ごとの前期と後期に分けまして、

進行管理といたしましては（４）に記載のとおりＰＤＣＡサイクルを回してい

くといたしております。 

 続いて４ページ、５ページをご覧いただければと思います。こちら基本計画

全体についての記述となりますけれども、従来からの計画に加えまして４ペー

ジの最終段落から５ページにかけての部分になりますけれども、保護者が第一

義的責任を有する家庭教育を取り巻く課題等について追記をしております。 

 続いて６ページをご覧いただきたいと思います。基本理念でございますけれ

ども、基本理念につきましては、学びと遊びの充実により豊かな自己を将来に

わたって育てること、すなわち自立といった部分と、人と人のつながりを育む

こと、すなわち共生の双方が同時に高められることをよく生きると捉えており

まして、この根本の部分については第２次計画においても継承してまいりたい

と考えております。 

 こうした中、中段以降の図につきまして、家庭教育、学校教育、社会教育、

地域といった４要素についての変更はございませんが、第１次計画においては

この関係性が地域を通じて家庭教育、学校教育、社会教育が結ばれていくとい

った関係性での図でありましたので、今回はその点についての修正を図ってお

ります。具体的には、家庭教育が全ての教育の出発点であるということから、

これを中央に据えまして、学校教育と社会教育がそれぞれの責務を果たしなが

ら家庭教育とも連携、協力を図っていくとともに、これらを地域全体で支えて

いくという形に修正しています。そうした取組の結果といたしまして、図の矢

印の下の部分になりますけれども、人づくり、絆づくり、まちづくりにつなげ

ていくということを目指してまいりたいと考えておりますけれども、今回、一

番右端のまちづくりの部分についてでございますが、従前の計画ですと、ここ

の部分がこれまでは環境づくりとしておったところなんですけれども、いろい

ろな各施策の成果としての内容ではないということからこの部分をまちづく
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りといった、成果指標的な形に修正をしております。そして、そこでの支える

基盤ということで、最下段ですね、学びと遊びを支援する学習機会、支援体制、

施設設備の充実という行政として取り組むべき内容を記載するという形にし

てございます。 

 続いて７ページでございますけれども、こちら８年後の目指す姿ということ

で基本目標としております。また８ページではそれを受けた８つの柱というこ

とで基本方針を記載しておりますけれども、それぞれ内容が学校教育と社会教

育に分かれておりますので、まず学校教育のほうから順次ご説明を申し上げた

いと思います。 

 なお、９ページにも（４）ということで計画の体系図を掲載しておりますの

で併せてご覧いただければと存じます。 

 それでは学校教育分野についての説明をいたします。 

 

  （学校教育課長） 

 それでは学校教育分野に関しまして説明をさせていただきます。 

 ７ページに戻っていただいて基本目標のところから説明をさせていただき

たいと思います。ただ、これから全ての文字のことに関しまして説明をしてい

きますと非常に量が多いので、それぞれ大事な点、要約した部分について説明

をさせていただきたいと思います。 

 では、まず基本目標ですが、学校教育においてこの基本理念を実現するため

に８年後の目指す子どもたちの姿として、先ほどから話に出ておりますように

不易と流行といった２つの側面から基本目標を定めました。１つ目としては自

分の力で未来を切り開いていけるよう、知、徳、体の調和のとれた生きる力を

身につけた子どもたちの姿を目指していきます。小中学校の発達段階において

は人間としての基礎をしっかりと育むことが大切であり、この部分はまさに不

易にあたるところです。 

 ２つ目としては不易と流行における流行の部分にあたります。流行とは今求

められている教育であり、時代に応じて目指すべきこととして、予測困難な時

代にあって情報技術の急速な進展に対応するとともに、多様化する世界を前に

互いの文化的違いや価値を受け入れ、尊重し、新たな関係性を創造することを

目指す、多文化共生社会の担い手となってグローバル社会を生き抜く子どもた

ちの姿を目標といたしました。 

 続きまして８ページをご覧ください。これらの不易と流行を踏まえた基本目

標を実現するために学校教育として５つの柱を立てました。不易の側面からは

１、確かな学力を身につけた児童生徒の育成、２、豊かな情操と道徳心を備え

た児童生徒の育成、３、心身ともに健やかな児童生徒の育成の３点でございま

す。また流行の側面からは、４、外国語による積極的コミュニケーション能力

を身につけた児童生徒の育成、５、情報活用能力等を身につけた児童生徒の育

成の２点でございます。これらの５つの点の実現に向けて取り組むことを基本

方針といたします。またこれらを支える土台といたしまして、学校教育の図の
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下に示しているとおりでございます。 

 それではそれぞれの基本方針についてご説明をいたします。１０ページから

の前期実施計画のところをご覧ください。まず基本方針１、確かな学力を身に

つけた児童生徒の育成についてです。第１次の計画の部分、後期実施計画の期

間において寒川町の児童生徒は豊かな自然環境の中、大変のびのびと思いやり

のある人に成長を遂げてまいりました。また、課題はあるものの基礎学力につ

いても一定の改善が図られている状況にあります。しかし、思考力、判断力、

表現力といった活用の力の部分に課題が見られます。今後も継続して主体的、

対話的で深い学びの視点によって授業改善の取組を進め、学習の質を一層高め

ていきます。 

 基本方針の２、豊かな情操と道徳心を備えた児童生徒の育成についてです。

確かな学力に加え、子どもたちの健やかな成長のためには豊かな心を育むこと

が不可欠です。いじめや不登校などの児童生徒指導上の諸問題について、未然

防止と早期発見、早期対応に学校を上げて取り組むとともに、多様な体験活動

や学校行事、特別の教科、道徳を要として学校の教育活動全体を通じて一人ひ

とりが自らの課題を乗り越え、他者と協働して成し遂げる力を今後も育んでい

きます。 

 １１ページにあります基本方針３、心身共に健やかな児童生徒の育成につい

てです。これからの人生を生きる子どもたちにとって健やかな心身の育成を図

ることは極めて重要です。子どもたちの心身の調和的発達を図るため、運動を

通して体力を養うとともに、食育の推進を通して望ましい食習慣を身につける

など、健康的な生活習慣の形成を図ってまいります。 

 続いて基本方針４、外国語による積極的コミュニケーション能力を身につけ

た児童生徒の育成についてです。外国語によるコミュニケーション能力が一部

の業種や職種だけでなく、生涯にわたる様々場面で必要とされます。新学習指

導要領により、小学校外国語教育の早期化、教科化など、外国語教育の重要性

が増すとともに小学校の外国語に関する授業時数も増加しています。各校１名

の外国語指導者ＦＬＴを配置し、外国語の授業の質の向上に加えて、共に生活

を送る中で、外国人と実際に話す機会や生活体験を確保し、外国語によるコミ

ュニケーション能力を育んでいきます。 

 続きまして１２ページに進みまして、基本方針５、情報活用能力を身につけ

た児童生徒の育成についてです。新学習指導要領では情報活用能力が学習の基

盤となる資質、能力の１つとして位置づけられました。学力向上に向けても育

成すべき重要な資質、能力と言えます。また、スマートフォンやＳＮＳの普及

に伴い、トラブルも増加しており、情報モラルを身につけることも必須であり

ます。令和２年度に全小中学校にＧＩＧＡスクール構想の実現に向けてＩＣＴ

環境の整備を進めました。今後はＩＣＴ機器を効果的に活用できるよう、教職

員の研修体制を充実させながら、その促進を図っていきたいと考えておりま

す。以上、学校教育に関わる部分の説明とさせていただきます。 
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  （教育政策課長） 

 それでは引き続いて社会教育の関係でございます。恐れ入りますけれどもペ

ージは７ページの基本目標にお戻りいただきたいと思います。社会教育に係る

基本目標、８年後の目指す姿でございますけれども、人生１００年時代の到来

ですとか、社会経済環境の急激かつ不透明な変化等を踏まえまして、学びを通

じた住民同士のつながりですとか、自らも当事者としてよりよい地域づくりに

自発的に取り組むことが重要であるということから、町民が地域で学び、その

成果が人づくり、町づくりに生かされているとしております。 

 ８ページをご覧ください。８ページの基本方針につきましては、基本目標を

実現するために３つの柱を社会教育では立てております。それとともにこれら

を支える土台としては図の最下段に示しているとおりでございます。 

 それでは、それぞれの基本方針についてご説明申し上げます。まず基本方針

の６番になりますけれども、社会の持続的発展のための学びの推進につきまし

ては、町民自らの生涯にわたる学びを通じて行動変容等を促しまして、町民相

互のつながりを深めて地域の持続的発展を支える取組を進めてまいりたいと

考えております。 

 それから基本方針の７番でございますが、多様化する家庭環境に対して地域

全体での家庭教育の支援につきましては、家庭教育は子どもが安心できる生活

環境づくりが大切でありまして、子どもの健やかな成長を地域全体で支えてま

いりたいと考えております。 

 基本方針８つ目ですけれども、地域の伝統、文化財を保護し、郷土への愛着

を育む活動の実施につきましては、地域の伝統や文化財を通じまして、郷土へ

の愛着を育んでまいりたいと考えております。 

 それではページ１０ページから１３ページにかけましては、それぞれその基

本方針について、先ほど学校教育のほうからもご説明ありましたけれども、よ

り詳細な内容を記載させていただいております。これを受けた今後４年間の取

組内容であります前期実施計画につきましては１４ページから２０ページに

かけて記載をしております。第１次計画についての総括を踏まえまして２１ペ

ージから２３ページにかけて今後４年間の重点施策を記載しておりまして、こ

の内容については町総合計画２０４０に記載の事業にもなっております。 

 それから２４ページから２７ページにかけましてはその他の施策を記載し

ておりまして、２８ページ、２９ページについてはそれに関連する取組を記載

しております。 

 事務局からのご説明については以上となります。よろしくお願いいたしま

す。 

 

  （木村町長） 

 ページごとに細かく説明は時間の関係で省かせていただきましたけれども、

たった今、担当より説明したところであります。この計画、以前からよく寒川

町だけではないのでしょうが、計画をつくることがある意味目的になっている
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部分もあって、そこで何となく計画をつくりました、じゃあその先どうなるの

というのがよく批判されることもございました。そういったことから議会から

もよくお話が出ますけれども、この第２次寒川町教育振興基本計画は教育大綱

の改訂版の具体編としての位置づけがあるのは先ほどお話したとおりであり

ます。しっかりとその目標に対する成果を出していただきたい。この目標指標

の設定もございます。ただ目標指標が甘い指標の内容かなというのはちょっと

気になる部分でもあります。それとやはり進行状況の確認。毎年、前期が終わ

って４年間経って振り返るのではなくて、毎年どうなのかという確認が必要だ

と思います。毎年の目標指標が出ていますからその指標設定にあたって現状は

どうかという部分、そういう振り返りもぜひしていただきたいと思います。特

にグローバル教育推進事業については文字どおり教育元年としてのある意味、

柱となるような事業でもあります。非常に期待値も高いわけです。町民の皆様

からも大変関心をもって見てられますので、そういった事業の内容については

期待をして見守っていきたいなと思っております。 

 それでは担当より説明ございましたけれども、今の説明の内容についてご意

見、お考え等がございましたらご発言をお願いしたいと思います。 

 それでは、小川委員から。 

 

  （小川委員） 

 よく大綱に対応して、また２０４０の町の計画に照らし合わせてということ

なのですが。学校に留まらずいろいろなところに派生していると思うのです

が、６ページに図がありますように、学校教育と社会教育の真ん中に家庭教育

というものが入っています。学校教育と社会教育というかなり大きい捉え方、

大勢の人が取り組むべきことで、取り組んでいて、あまり間違えたりとか偏っ

たりということは起こらないと思うのですが、こと家庭教育に関しましては本

当にそれぞれの家庭で違います。特に昔に比べると今は１つの家庭が大変狭い

世界で出来上がっておりますから、家庭教育はこうあるべきというような観点

も必要なのですが、なかなか理想どおりにいかないほうが多いのかなと思いま

す。大変デリケートな問題なので私たち民生委員としても本当にどう具体的に

対応するかということが何もできない状態の分野なので、学校、社会、そして

全体として地域でいろいろな機関とつながる必要があると思います。学校とか

社会に関してはいろいろ言えるのですが、こと家庭に関してはなかなかできま

せんので、そういったところで、ありきというふうにあまりしないで、柔らか

く包み込むといったようなそんなニュアンスも必要かなと思います。そのほう

が家庭を支えている保護者の方に対するプレッシャーが少なくなるかなと思

います。 

 家庭教育というのはお子さんを見て何か困ってないかなということから分

かってくることだと思いますので、学校、社会というものが気を付けて心配り

するということが大事なのではないかなと思います。この図は中に家庭を取り

込んでいますので、そういった意味でもよくできているかなとは思います。 
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 ちょうど昨日か、今日かな。テレビで尾木ママが言っていたのですが、ＡＩ

というのがこれからどんどん発達していって、ＡＩというのは人工知能ですか

ら分からないことがあれば検索すればすぐに調べられるし、答えが出てきま

す。でも、そういうのはすぐに出てくる答えなので、これから本当に大事なの

はＨＩだというふうに尾木ママが言っていました。そのＨＩというのが人間知

能とおっしゃっていましたね。その通りだなと思ってすごく深く心にしっくり

来ました。やはりあふれ出た情報を活用する、多様性に向けて活用する人間力

のある人間を寒川では育てるよというそういう意気込みというのをこの不易

と流行の部分ですね、７ページに表れているのではないかなというふうに思い

ます。 

 ４年ごとというよりも、先ほど町長がおっしゃったように１年１年振り返る

ことが必要なのだろうなと思っております。以上です。 

 

  （木村町長） 

 ありがとうございます。布谷委員よろしいでしょうか。 

 

  （布谷委員） 

 今、町長さんおっしゃったように大綱とかそれから基本計画、すごく練られ

て素晴らしいものが出来上がったと思うのですが、これをいかに学校現場や町

民に浸透させていくのかがこれからの課題かなと思います。今伺っていて、ま

ず分かりやすく、そして心の中にすとんと落ちるような形を、つくっていただ

けたらなと考えていたところです。そういった部分を工夫する必要があると思

います。本音を言うと、例えばこういう資料が学校で配られましたと。なんか

ふわっとしていて。 

 

  （木村町長） 

 ちょっと棚にしまってなど。 

 

  （布谷委員） 

 そうです。棚にしまっていざというときには出してくるのですが、すとんと

心の中にしっくり落ちなかった部分を、いかに変えていくのがというのがこれ

から考えどこかなというふうに思います。 

 

  （木村町長） 

 ありがとうございます。大関委員。 

 

  （大関委員） 

 これ「はじめに」から始まって、最初こう読んでいくとすごく入りやすいん

ですよ。とても入りやすくて読みやすい状況になっています。そしてそのあと

に、じゃあこれどうなのよということ全て書いてあって素晴らしい内容になっ
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ていると思います。ただ本当今言われていたように自分もどちらかというと、

そのあとどうなのかというと、全部読み切れるのかなというところが多々あ

り、だけどこれを外したらこの意味がつながらないとかいうこともたくさんあ

るので、これぐらいのボリュームになってしまうのだろうなというふうに思っ

ております。 

 ただ、さっき言っていたように、行政的なところで言うと、つくったことで

満足してしまうところも多々あるので、そこをどう実現していくかというのが

これからの課題なのかなと思いながら聞いておりました。内容的にはこれで素

晴らしいと思っております。以上です。 

 

  （木村町長） 

 ありがとうございます。大川委員。 

 

  （大川委員） 

 大綱を具体化するためのものがこの教育基本計画だと思います。その柱にな

る部分がちょうどこの４番と５番ですかね、グローバル教育とＩＣＴの活用能

力、この２つはどうしてもセットで行われないと効果が出ないのではないかな

と思います。前もそんな感覚、自分でも持っていましたが、皆さんもそういう

ものをちゃんとセットで用意してくださっていたのはすごくありがたいなと

思っています。まずグローバルに関して言うと寒川はＡＥＴの先生方が、英語

の担任の先生だとか一緒に英語の学習をしてきました。非常にいい雰囲気でや

ってきたと思います。今度はもっとそれを発展させてＦＬＴになって１校１名

になります。そのことによって子どもたちが外国の人と接する機会が増えてい

い体験が、外国の文化も一緒に学んでいける。そういうものをやっていく、す

ごくいい、恵まれた条件が今の寒川にはできているのではないかなと思いま

す。ぜひ、楽しく英語やそして海外の文化も学んでいってほしいなと思います。 

 もう一つ、２０１８年の全国学力学習状況調査、これ中学生版なのですが、

即興で応じることに慣れてない生徒が多いということで、英語で４領域の中で

話すことが一番苦手だったんですね。これは寒川だけじゃなくて、全国的にで

すね。聞くだとか、書くだとかいうものはかなりいいパーセンテージで通過し

ていますが、話すことになると３割ぐらいしかできていない。これは即興で応

じることに慣れていない生徒も多いというところなのですが、そのためにはや

はり外国の人と英語を使う、担任の先生あるいは担当の先生がセットになって

ないとこれまたいけないと思うのですね。ですから、そういう意味でいい人の

配置がされているので、これからを期待したいなと思っています。 

 あと、もう一つのセットはＩＣＴの活用能力を高めないといけないのです

が、２０１８年だったかな、ＰＩＳＡの調査で日本は１５歳の子たちの調査の

中でＯＥＣＤ加盟国３７カ国中、日本が最下位でした。ＩＣＴの機械を使って

の授業をおこなっているか、いう内容だったと思うのですが。非常に日本は下

がっている、下のところでした。今度ＧＩＧＡスクール構想が始まりますから、
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非常にそういう意味でも期待をしているところです。話を聞いているといい機

器を使って指導主事さんたちも実際に学校に行って指導してくださって、いい

流れができつつあるなと思うのですが、問題はこれからですね。町長さんには

申し訳ないのですが、お金がかかってくる。これからいいソフトだとか、周辺

機器だとか、そういうものが出てくると思います。そういうものをこれから補

充していかないとこれまた大変になってくるのではないかなと思っています。

そういう意味で予算的なご支援もぜひお願いしたいなと思っています。 

 これさえ抜けていけばこの流行の部分、不易の部分はまたあとであろうかと

思うのですが、この流行の部分では寒川の子たちはかなりいい力を付けていけ

るのではないかなととても期待しています。以上です。 

 

  （木村町長） 

 ありがとうございます。教育長いかがでしょう。 

 

  （大澤教育長） 

 はい。今、大川委員さんから予算というお話があったのですが、これまで町

長は子どもたちの教育については本当に力を入れています。ですから必要なこ

とについては可能な限り対応するという考えですので、教育委員会としても慎

重にその辺は進めていきたいと考えているところです。 

 議会答弁にならないように簡単にお話します。教育振興基本計画は教育委員

会の組織事務分掌に合わせた内容とするため昨年度以来の町の組織再編作業

を受けて、策定作業を進めなければなりませんでした。本来であれば令和３年

度当初に策定できればよかったのですが、策定時期が後ろにずれてしまいまし

た。しかしながら教育委員会事務局を中心としたプロジェクトチームが策定作

業をなかなか進められず、限られた時間の中で日々の業務を抱えながらも、何

度も検討を重ね年度当初にこの（案）という段階まで作業を進めることができ

ました。 

 今回の改定では新たな町総合計画の策定の際に各課の施策を絞り込むこと

により、その整合性を図って基本計画（案）でもまさに重点施策といえるよう

に絞り込まれ、その他の施策を主な施策として整理したことは良いと思いま

す。基本目標、基本方針の実現をするためには具体的に様々な施策が必要とな

りますが、前期の４年間で特に進めていく施策が分かりやすくなっています。

今後施策を実行していく上でも、また点検、評価する上でも特に何に力を入れ

なければならないのか、そして何を評価し改善を図っていかなければならない

のかが明確になってくると思います。 

 教育振興基本計画は教育大綱を具現化するものです。これは皆様からも言わ

れていることです。教育大綱を受けて教育委員会が中心に先ほど布谷委員から

も発言がありましたが、特に学校ですね、やはり学校のほうにはこの教育振興

基本計画の内容についてしっかりと理解をするようにこちらも努めていく必

要があると思っております。また地域などと一体となって各施策、取組を実行
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に移すとともに年度ごとに点検、評価し改善を図っていくことが大切になって

くると考えております。以上です。 

 

  （木村町長） 

 教育長、また各委員からもご意見をいただきまして、それぞれ皆さんからの

異なる部分の意見もございましたけれども、いずれにしてもこのコロナという

事態発生に伴って策定作業が非常に遅れてきたと。実際この振興基本計画の策

定についてはたしか昨年の５月に内部の会議ですけども、全庁会議で策定につ

いてというような話も聞きました。それから丸々１年たちました。先ほど冒頭

お話したようにすでに令和３年度も進んでおります。コロナ禍で作業が遅れて

しまったというか、あまりそういう理由にはなりにくい部分も、内部の検討部

分ですから、当然この成案というか計画の（案）が取れるには、今後の確定に

至るスケジュールはどうなっているか事務局のほうでお願いできますか。 

 

  （教育政策課長） 

 こののち議会のほうにも６月の議会の中でパブリックコメントを行ってい

きたいということは内容を含めて改めてご報告をさせていただきまして、パブ

リックコメントについては７月に一月かけて行っていきたいと思っておりま

す。パブリックコメントの結果が出ましたら、いただいたご意見を基に修正等

図るべきところがあればきちんと修正を図りまして、成案とする終わりの時期

は上半期終了までには（案）が取れるように計画として確定していきたいとい

うふうに考えております。以上になります。 

 

  （木村町長） 

 そうすると上半期、９月中になってしまうと。 

 

  （教育政策課長） 

 そうですね。 

 

  （木村町長） 

 いずれにしても先ほど来、話がありますけれども今、非常に行政の活動とい

うか、行政の運営について町民の方、非常に関心をもって見てるというか、動

きを注意深く見つめられてる方もいらっしゃいます。そういった部分では先ほ

どもありましたけれども、この教育振興基本計画、これ専門書ではありません。

町の小中学校の教育をどう進めていくかという、かなりこれは一般の町民も非

常に関心を持たれると思います。逆にすでに子どもは卒業してしまったけれど

もという部分でまた新しく子を持つ親御さんになるような方についても大変

関心を持っておられますし、今、寒川も新しく転入される方も本当に増加して

おります。そういう状況下にありますので、先ほど冒頭お話したようにつくっ

て終わりじゃなくて、つくった経緯、そして毎年の目標に対するチェック、こ
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ういったものも常に行いながら、そしてやはりパブリックコメントで様々なご

意見が出るのを期待しているところなのですが、それはより内容も非常に町民

の方にも分かりやすさ、何がここで欠けているのか、何がいいのか、あるいは

何に問題があるのか、そういったこともご意見いただけると思いますので、議

会に説明、報告する部分もありますけれども、ぜひそういう経過の中で、ただ、

あまり先延ばししないで。これ資料の中では、多分これ令和３年３月ぐらいの

作成なのか分かりませんけれども、もうすでにパブリックコメントも終わって

と書いてありますけれども、まだ終わっていませんから。これからですから、

そういう部分もあるので日付の調整もありますけれども、子どものことに関す

ることは非常に関心が皆さんお持ちです。特に年配であれば孫のことだからと

いうので、貴重なご意見もいただきますので、広くそういう意見をうまく取り

入れていただきたいです。今日委員の皆さんからもご意見もいただきました。

そういったものも担当で十分控えておりますので、そういう内容を踏まえてよ

り実効性の高いというか、誰もが教育振興基本計画という堅い言葉、計画名で

すけれども、内容はもっと柔らかいんだというような取組、あるいは子どもの

成長記録が見れるなとそういった期待値がもてるような計画にぜひ策定に至

ればなと思っております。 

 今日は皆さんにご意見伺うところまでということになります。今日のご意見

伺った中で中身を修正等があれば直しが含まれて、７月のパブコメでは議会報

告等も踏まえて今後作業を進めてまいりますので、よろしくお願いしたいと思

います。よろしいでしょうか。 

 

 ＜はいの声＞ 

 

４ その他 

 

  （木村町長） 

 それでは次第の最後になりますけれども、4 点目のその他でございます。皆

様方のほうから何かございましたらご発言をいただければと思いますが、よろ

しいでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

 

  （布谷委員） 

 今の町長さんのいろいろなお話を聞いていて、やはりみんながコロナ禍で何

となくどんよりしてしまう。元気が出なくなって落ち込んでいるところです

が、寒川町は外国人指導者を１校１名配置している、すごく頑張っているいう

ところを、全部でき終わる前、待たずに町民にいろいろな形でアピールすると

町民の方も元気が出ると思いますね。 
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  （木村町長） 

 ありがとうございます。ちなみに６月に発行される広報、これは全世帯、あ

るいは全事業所に配りますけれども、その中ではＦＬＴのそれぞれ紹介も出て

おります。町が何を教育元年として取り組むのだということも限られた紙面の

スペースですけれども載せておりますので、多分それに対するいろいろ問い合

わせも、お声もいただけると思います。ちょっとまだゲラしか見ていませんが、

個々のＦＬＴの顔が見づらいかなと気になりましたが、８人の方、４人の方は

従来からいらっしゃいますが、いずれ私も面会というかご挨拶に来られた方に

お会いできると思います。ＦＬＴには地域にもっと出向いていただいて、地域

の中で学区だけじゃなくて町内いろんな町のイベント、今の状況下できません

が、開催ができるような状況になれば、非常に町民の方と接する部分、密にな

るという意味じゃありません。顔合わせじゃないですけどね、そういった部分

で町歩きをぜひしてくださいというお願いもしてあります。またいろんな場面

で紹介するようなこともできれば私からも、あるいは教育長からもしてもらえ

ばなと思っています。ありがとうございます。 

 いろいろ新しい取組も、広報だけだとなかなか情報が伝わりにくい部分あり

ますが、町のホームページも様々柔軟に今動いており、広報戦略というような

部分で対応していますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 その他ございますか。 

 

  （小川委員） 

 今ＦＬＴのことで、こういうものを全て一般の方が目を通すってことは無い

と思うのです。こうして学校にＦＬＴを常駐させますよって、それがものすご

いメッセージに、町の姿勢、町の在り方、教育に対する考え方、多様性に関し

てですとか、そういうことをいかにしっかり考えているかという一番強いメッ

セージとして伝わると思います。以上です。 

 

  （木村町長） 

 ありがとうございます。ほかにございますか。よろしいですか。 

 それではほかにご意見等もないようですので本日の会議を終了したいと思

いますがよろしいでしょうか。 

 

 ＜はいの声＞ 

 

５ 閉会 

  （木村町長） 

 本当にお忙しい中、また定例会から引き続きお疲れの中、ご参加ありがとう

ございました。それでは今年度の第１回となりました寒川町総合教育会議、こ

れを持って終了といたします。大変ありがとうございました。 

── 了 ── 


